
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七宗町第２次男女共同参画基本計画 
 

 

おもいやりとやすらぎのまち“七宗”の創造 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年３月 

  



 

  



 

目  次 

 

第１章 計画の策定にあたって ······································ 1 

１ 計画策定の趣旨 ························································ 1 

２ 計画の背景 ···························································· 2 

３ 計画の位置づけ ························································ 3 

４ 計画の期間 ···························································· 3 

 

第２章 男女共同参画に関する現状 ·································· 4 

１ 七宗町の現状 ·························································· 4 

２ アンケート調査結果 ···················································· 8 

３ 男女共同参画を取り巻く課題 ············································ 22 

 

第３章 計画の基本理念と基本目標 ·································· 25 

１ 男女共同参画の推進における基本理念 ···································· 25 

２ 基本目標 ······························································ 25 

 

第４章 具体的な取り組みの方向 ···································· 27 

基本目標１ 男女共同参画社会形成のための意識の醸成 ························ 27 

基本的施策１ 人権意識の醸成 ·········································· 27 

基本的施策２ 男女共同参画への理解の推進 ······························ 28 

基本目標２ 女性が活躍できる社会の実現【女性活躍推進】 ···················· 29 

基本的施策１ 男女が共に働きやすい環境の整備 ·························· 29 

基本的施策２ ワーク・ライフ・バランスの啓発 ·························· 30 

基本目標３ 安心して暮らせる地域づくり ···································· 31 

基本的施策１ 人権尊重とあらゆる暴力の根絶 ···························· 31 

基本的施策２ すべての人の心と体の健康づくり ·························· 32 

基本目標４ 男女共同参画の推進による豊かな社会づくり ······················ 33 

基本的施策１ 政策・方針決定過程における男女共同参画 ·················· 33 

基本的施策２ 地域活動における男女共同参画の推進 ······················ 33 

基本的施策３ 協働によるまちづくりの推進 ······························ 34 

基本的施策４ 社会的支援に関する環境の整備と充実 ······················ 35 

  



 

 

 

 

 

 

 

       



1 

 

１ 計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

 



2 

 

２ 計画の背景  

（１）国際的な動き  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）国の動き  

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 
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（３）岐阜県の動き  

 

 

３ 計画の位置づけ  

 

 

 

４ 計画の期間 
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２ 男女共同参画に関する現状 

 

１ 七宗町の現状 

（１）人口推計と世帯数  

 

人口推計と世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：世帯数は住民基本台帳、人口は国勢調査より引用 
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（２）人口ピラミッド  

⼈⼝ 〜

⽣

 

人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年） 
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（３）女性の年齢別就業率推移  

 

女性の年齢別就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27年、令和２年） 

 

 

女性の年齢別就業率（国・県比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年） 
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女性の年齢別就業率（既婚・未婚比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年） 
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２ アンケート調査結果 

（１）アンケート調査の概要  

① 調査の目的 

 

② 調査対象 

 

③ 調査期間 

 

④ 調査方法 

 

⑤ 回収状況 

配 布 数 有効回答数 有効回答率 

1,000通 385通 38.5％ 
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（２）主な調査の結果  

① 男女平等意識について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

わからない

無回答

回答者数 = 385

(１) 家庭のなかで

(２) 職場のなかで

(３) 学校のなかで

(４) 地域のなかで

(５) 法律や制度の上で

(６) 政治( 政策決定) の場で

(７) 社会全体で
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【性別による男女平等意識】 

 

 

 

 

 

 

 

ア 家庭のなかで 

 

 

 

 

 

 

イ 職場のなかで 

 

 

 

 

 

 

ウ 社会全体で 

 

 

 

  

回答者数 =

男性 176

女性 206
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女性の方が非常に優遇されている

わからない

無回答

回答者数 =

男性 176

女性 206
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男性 176
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②「女らしさ／男らしさ」や「女性／男性の役割」などを言われたり期待された

りすることの有無について 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「男は仕事、女は家庭」という考え方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

よくある たまにある ない 無回答

回答者数 =

　 385 12.2 42.6 42.9 2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対

反対 わからない 無回答

回答者数 =

　 385 2.3 19.0 29.6 27.3 16.4 5.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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④ 男女があらゆる分野で平等になるために重要なことについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 女性が職業をもつことについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 385 ％

法律や制度の見直しを行い、
性差別につながるものを改める

女性を取り巻くさまざまな偏見や
社会通念、慣習、しきたりなどを改める

女性自身が経済力をつけたり、知識・
技術を習得するなど、積極的に力の
向上を図る

女性の就業、社会参加を支援する
施設やサービスの充実を図る

行政や企業などの重要な役職に女性を
積極的に登用する制度を採用・充実する

学校教育や社会教育・生涯学習の場で、
男女の平等と相互の理解や協力に
ついての学習を充実する

その他

わからない

無回答

35.8

51.7

24.7

31.2

32.2

32.5

4.9

10.9

4.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 =

　 385
0.5

2.1
4.2 25.5 40.0 15.6 8.8 3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性は職業をもたない方がよい

結婚するまでは職業をもつ方がよい

子どもができるまでは職業をもつ方がよい

子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい

ずっと職業をもった方がよい

その他

わからない

無回答
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⑥ 女性が出産後なども離職せずに働き続けるために、家庭・社会・職場におい

て必要なことについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 385 ％

保育所や学童クラブなど、子どもを
預けられる環境の整備

介護支援サービスの充実

家事・育児支援サービスの充実

男性の家事参加への理解・意識改革

女性が働き続けることへの周囲の
理解・意識改革

働き続けることへの女性自身の
意識改革

男女双方の長時間労働の改善を
含めた働き方の改革

職場における育児・介護との
両立支援制度の充実

短時間勤務制度や在宅勤務制度
などの導入

育児や介護による仕事への制約を
理由とした昇進などへの不利益な
取扱いの禁止

その他

特にない

わからない

無回答

73.8

39.7

45.7

55.8

48.6

22.3

37.7

49.9

42.6

35.3

2.1

2.1

4.2

5.2

0 20 40 60 80 100
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⑦ ワーク・ライフ・バランスについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【希望として】 

 

 

 

 

 

【現実として】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

　 385 2.9 21.8 6.8 25.2 1.8 9.1 22.9
0.5

2.6
6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

　 385 25.5 21.0 3.9 17.4 2.6 8.1 8.6
0.8

5.5 6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「仕事」を優先したい／している

「家庭生活」を優先したい／している

「地域・個人の生活」を優先したい／している

「仕事」と「家庭生活」をともに優先したい／している

「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先したい／している

「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先したい／している

「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」の三つとも大切にしたい／している

その他

わからない

無回答
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⑧ 地域活動への参加について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別による地域活動への参加について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

　 385 35.8 26.0 32.2 6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在参加している

以前参加していたが、現在は中止している

参加したことはない

無回答

回答者数 =

男性 176

女性 206

48.9

24.3

23.9

28.2

22.2

41.3

5.1

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑨ 男女ともに家事、子育て、介護、地域活動に積極的に参加していくために 

必要なことについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 385 ％

男性が家事などに参加することに
対する男性自身の抵抗感をなくす

男性が家事などに参加することに
対する女性の抵抗感をなくす

夫婦や家族間でのコミュニケーションを
よくはかる

年配者やまわりの人が、夫婦の
役割分担等についての当事者の
考え方を尊重する

社会の中で、男性による家事、
子育て、介護、地域活動についても、
その評価を高める

労働時間短縮や休暇制度を普及させる
ことで、仕事以外の時間をより多く持てる
ようにする

男性が家事、子育て、介護、地域活動に
関心を高めるよう、啓発や情報提供を
行う

社会で子育てをするという意識を高め、
システムを構築する

国や地方自治体などの研修等により、
男性の家事や子育て、介護等の技能を
高める

男性が子育てや介護、地域活動を
行うための仲間（ネットワーク）づくりを
すすめる

仕事と家庭の両立などの問題について
男性が相談しやすい窓口を設ける

その他

特に必要なことはない

わからない

無回答

44.7

19.2

52.5

35.6

32.7

38.4

25.5

31.4

14.8

19.2

17.9

1.3

2.1

10.1

4.7

0 20 40 60 80 100
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⑩ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）の経験について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ ＤＶの経験がある人の相談状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

被害の経験がある 加害の経験がある

被害、加害ともに経験がある 経験がない

無回答

回答者数 =

　 385
5.5

1.3

2.6
89.6 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 = 36 ％

相談しようとは思わなかった

相談したかったが、相談しなかった

公的な相談機関に相談した

民間の相談機関に相談した

医師・カウンセラーなどに相談した

家族・友人・先生などに相談した

その他

無回答

38.9

36.1

8.3

5.6

2.8

27.8

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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⑫ ＤＶに関する相談窓口の認知度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬ ＤＶに関する認知度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 385 ％

配偶者暴力相談支援センター
（岐阜県女性相談センター）

七宗町役場（健康福祉課）

警察

民間の団体や機関
（民間シェルター、弁護士会など）

法務局、人権擁護委員、法テラス

その他

相談窓口として知っているところはな
い

無回答

24.2

20.5

62.1

12.7

12.7

0.5

22.3

8.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 385 ％

配偶者や恋人など親密な関係の人から受ける暴力を、いわゆる
「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）」と呼ぶこと

ＤＶには、殴る、蹴るなど身体的暴力だけでなく、精神的・性的暴
力も含まれること

ＤＶ被害者を支援するために、法律（「配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護に関する法律」）が制定されていること

県が設置している配偶者暴力相談支援センターにおいて、相談
や被害者の一時保護を行っていること

ＤＶを受けている者を発見した者は、配偶者暴力相談支援セン
ター又は警察に通報するよう努めなければならないこと

その他

知らない

無回答

78.2

78.2

55.1

36.4

35.3

0.8

6.5

8.8

0 20 40 60 80 100



19 

 

⑭ 身の回りに性的少数者（ＬＧＢＴ）と思われる方がいるかについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮ 性的少数者（ＬＧＢＴ等）の困難を解決して、暮らしやすい社会としていく

ために必要なことについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 385 ％

性的少数者（LGBT）についての
周知啓発

性的少数者（LGBT）について、
正しく理解すること

性的少数者の困難の実態を把握
すること

関係性を保証するパートナーシップ
宣誓制度やファミリー制度を
創設すること

差別や人権侵害を禁止する条例を
制定する

性の多様性についての学校教育を
充実する

現状のままでよい

その他

無回答

28.6

68.1

30.6

23.4

24.2

44.4

7.5

4.4

8.8

0 20 40 60 80 100

いる いると思う 自分が当事者である

いないと思う いない 無回答

回答者数 =

　 385 6.8 14.8 35.1 39.2 4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑯ 男女共同参画に関する用語の認知度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑰ 男女共同参画社会の達成度について 

 

 

 

 

  

かなり達成できた ある程度達成できた

あまり達成できていない ほとんど達成できていない

わからない 無回答

回答者数 =

　 385 1.6 16.6 30.9 13.0 31.9 6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 = 385 ％

男女共同参画社会

女子差別撤廃条約

ポジティブ・アクション
（積極的改善措置）

ジェンダー（社会的性別）

男女雇用機会均等法

仕事と生活の調和
（ワークライフバランス）

ＤＶ（配偶者、パートナーまたは
恋人に暴力をふるうこと）

面前ＤＶ（親が子どもの前で配偶者や
親族らに暴力をふるうこと）

ＪＫビジネス

ＬＧＢＴ

見たり聞いたりしたものはない

わからない

無回答

46.5

17.1

8.3

59.2

62.1

28.1

69.1

10.4

22.9

49.6

2.1

14.0

4.4

0 20 40 60 80 100
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⑱ 男女共同参画社会を実現するために、力を入れていくべきことについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 385 ％

審議会や各種委員会に女性を積極的
に登用する

七宗町の管理職に女性を積極的に
登用する

女性や男性の生き方や悩みに関する
相談の場を充実する

保育施設や保育サービス等の
子育て支援を充実する

介護施設や介護サービス等の
福祉施策を充実する

学校教育において、男女の平等と
相互の理解や協力についての
学習機会を充実する

労働時間の短縮や在宅勤務、柔軟な
労働時間制度など、男性も含めた
働き方の見直しを進める

子育てや介護中であっても、
仕事が続けられるよう支援する

子育てや介護等でいったん仕事を
やめた人の再就職を支援する

男女の平等と相互の理解や協力に
ついて、町広報紙やパンフレットなどで
ＰＲする

その他

特に必要なことはない

わからない

無回答

29.9

29.1

18.4

36.4

40.3

29.9

33.8

47.8

47.5

12.5

2.9

3.6

13.2

4.7

0 20 40 60 80 100
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３ 男女共同参画を取り巻く課題 

（１）男女平等意識について  

 

 

（２）女性の活躍推進について  
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（３）ワーク・ライフ・バランスについて  

 

 

（４）ＤＶについて  
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（５）性の多様性について  

 

 

 

（６）地域活動や社会生活等について  
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３ 計画の基本理念と基本目標 

 

 

１ 男女共同参画の推進における基本理念 

 

 

おもいやりとやすらぎのまち 

“七宗”の創造 
 

 

 

 

 

２ 基本目標 

基本目標１ 男女共同参画社会形成のための意識の醸成  

 

基本的施策１ 人権意識の醸成 

基本的施策２ 男女共同参画への理解の推進 
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基本目標２ 女性が活躍できる社会の実現【女性活躍推進】  

基本的施策１ 男女が共に働きやすい環境の整備 

基本的施策２ ワーク・ライフ・バランスの啓発 

 

 

基本目標３ 安心して暮らせる地域づくり  

基本的施策１ 人権尊重とあらゆる暴力の根絶 

基本的施策２ すべての人の心と体の健康づくり 

基本目標４ 男女共同参画の推進による豊かな社会づくり  

基本的施策１ 政策・方針決定過程における男女共同参画 

基本的施策２ 地域活動における男女共同参画の推進 

基本的施策３ 協働によるまちづくりの推進 

基本的施策４ 社会的支援に関する環境の整備と充実 
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４ 具体的な取り組みの方向 

 

 

基本目標１ 男女共同参画社会形成のための意識の醸成 

 

基本的施策１ 人権意識の醸成 

 

【具体的な取り組み】 

① 固定的な性別役割分担意識の変革 

 

② 性的少数者への理解の推進 
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基本的施策２ 男女共同参画への理解の推進 

【具体的な取り組み】 

① 男女共同参画に関する広報啓発・情報提供 

② 男女共同参画を推進する教育・学習の充実 
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基本目標２ 女性が活躍できる社会の実現【女性活躍推進】 

 

基本的施策１ 男女が共に働きやすい環境の整備 

【具体的な取り組み】 

① 男性優位の待遇の改善 

② 職場における仕事と家庭の両立支援の促進 

③ 商工会・地域の事業者との連携と啓発 
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基本的施策２ ワーク・ライフ・バランスの啓発 

【具体的な取り組み】 

① 家事、子育てへの男性の参画促進 

② 子育て家庭への支援 
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基本目標３ 安心して暮らせる地域づくり 

 

基本的施策１ 人権尊重とあらゆる暴力の根絶 

【具体的な取り組み】 

① 人権尊重意識の啓発 

 

② 子どもの人権についての啓発 

 

③ 配偶者等からの暴力の根絶 

 

④ 暴力や虐待などに関する相談窓口の周知と充実 

 

⑤ 若年層への予防啓発、デートＤＶ対策の推進 

 

⑥ 被害者の安全確保 
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基本的施策２ すべての人の心と体の健康づくり 

【具体的な取り組み】 

① 母子保健の充実 

② 健康づくりの推進 

③ 介護支援体制の充実 
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基本目標４ 男女共同参画の推進による豊かな社会づくり 

 

基本的施策１ 政策・方針決定過程における男女共同参画 

【具体的な取り組み】 

① 町の管理職などへの女性の登用推進 

② あらゆる立場の意見を反映させるシステムづくり 

 

 

基本的施策２ 地域活動における男女共同参画の推進 

【具体的な取り組み】 

① 地域活動の役職などにおける女性登用促進 
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基本的施策３ 協働によるまちづくりの推進 

【具体的な取り組み】 

① 住民が活躍するまちの推進 

② ＮＰＯ・ボランティア団体との連携強化と活動支援 

③ 防災活動における女性の参画の推進 
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基本的施策４ 社会的支援に関する環境の整備と充実 

【具体的な取り組み】 

① 障がい者の生活に対する支援 

② 高齢者の自立した生活に対する支援 

③ ひとり親世帯の自立した生活に対する支援 

④ 外国籍住民の自立した生活に対する支援 


